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川崎市の地域リハビリテーション体制
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地域リハビリテーション支援拠点の背景と受託事業所

※地域リハビリテーション活動支援事業として委託実施
令和３年４月より８事業所で開始、令和６年４月より１１事業所体制

3



地域リハビリテーション支援拠点とは（①ケアマネジメント支援）
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事業概要 リハビリ専門職が、地域住民や地域包括支援センター等が行う介護予防のための活動に対して助言等を
行い、地域リハビリテーションの取組を普及啓発します。

支援内容・方法
〇住民の介護予防活動の運営に関する指導、助言
〇住民の介護予防活動や集いの場における講話・実技（ストレッチ、筋力トレーニング）など
〇ケアマネジャーや介護サービス提供事業所等の支援者に対する講話

利用手続き １．地域リハビリテーション支援拠点に電話で相談
２．地域リハビリテーション支援・申込書を記入し、ＦＡＸかメールで送信
３．支援方法について、電話等で調整

利用対象者 〇町内会や老人クラブ等の地域住民・団体 ○地域包括支援センター ○区役所
○その他（介護サービス提供事業所、医療機関、企業等）

※営利目的や、宗教または政治活動を目的とした集まりについては対象外とします。

利用料 無料 回数 講師派遣は1団体につき年度内原則1回、
実施後の評価や経過確認を必要とする場合は３回まで

相談の例 支援の例

最近、サロンで同じよう
な活動ばかりしていている
けど、何かいいアイデアが
ないだろうか。

最近「転んだ」とか「体
力が落ちた」と言っている
活動参加者が増えてきた。
普段の生活に取り入れられ
る体操はないかな。

○転倒・腰痛予防に関すること
○フレイル予防に関すること
○杖・歩行器などの福祉用具に関すること
○フットケアに関すること
○認知症に関すること
〇嚥下・飲み込みに関すること
○心と身体の健康増進に関すること
○広報誌への情報提供 等

地域リハビリテーション支援拠点とは（②介護予防活動支援）
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令和６年度介護予防活動支援事業の実績

申込者

34地域包括

17その他

51合計

実施内容

15指導・助言

36講師

6その他

対 象 者 参 加 人 数

1018

その他詳細
申 込 者︓地域住民・介護事業所（ヘルパーステーション、

デイサービス、特養）・医療機関 など
実施内容︓体力測定・イベントブース（手伝い含む）

【実施内容一例】
申込者︓地域包括支援センター
対象者︓地域住民１８名（比較的健康な高齢者）
実施内容︓転倒リスクや予防に関する講話、体操のデモンストレーション
内容詳細
・高齢者の転倒割合や骨折割合の説明
・転倒の原因について説明（環境的要因・身体的要因）
・原因に対しての対応策について説明（整理整頓を心掛ける、体操を行う等）
・転倒リスク評価（スクリーニング）について説明、実施
・座位、立位で行える体操をデモンストレーション交えて説明、実施
・質疑応答
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川崎市の総合事業（重度化防止の事業フレーム）
【参考】
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川崎市の総合事業（要支援者を対象とした介護予防・重度化防止）

川崎市のサービス・活動事業のパンフレット
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【参考】




